
船舶事故調査報告書 

平成２９年３月１６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年７月３０日 １０時３０分ごろ 

発生場所 福井県敦賀
つ る が

市敦賀港 

 敦賀港金ケ崎防波堤灯台から真方位３４８°１.１海里付近 

 （概位 北緯３５°４０.９′ 東経１３６°０３.２′） 

事故の概要  漁船大城
おおしろ

丸は、南進中、また、プレジャーボートBaron
バ ロ ン

Ⅱ世は、錨

泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年１０月１４日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船大城丸、１.８トン 

   ＦＫ３－１０１６２（漁船登録番号）、個人所有 

   第２５１－１２４８６号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート BaronⅡ世、５トン未満（長さ３.３６ｍ） 

   ２５０－４８７４８福井、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 船尾外板に亀裂、船外機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ、潮汐 満潮時 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、約８.５ノットの対地速力で南

進していた。 

 船長Ａは、左舷方の水上オートバイ及びミニボートの動静に注意を

向けて航行していたところ、衝撃を感じた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、友人（以下「同乗者」とい

う。）１人を同乗させ、船首を南方に向けて錨泊し、釣りを行ってい

た。 

 船長Ｂは、船尾方約１,０００ｍに接近するＡ船を認め、いずれＡ

船がＢ船を避けてくれるものと思っていたところ、避ける気配がない

ので、Ａ船に両手を振って大声をあげたものの、危険を感じ、同乗者

と共に海に飛び込んだ。 

 Ｂ船は、錨泊中を示す形象物を掲げていなかった。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、左舷方の水上オートバイ及びミニボートの動静

に注意を向け、前路の見張りを適切に行っていなかったことから、前

路で錨泊中のＢ船に気付かなかったものと考えられる。 



 Ｂ船は、錨泊中、船長Ｂが、避航の気配がなく接近するＡ船に対

し、両手を振って大声をあげたものの、Ａ船と衝突したものと考えら

れる。 

原因  本事故は、船長Ａが、見張りを適切に行っていなかったため、Ａ船

が錨泊中のＢ船に衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・有効な音響による信号を行うことができる手段を講じておくこ

と。 

 ・錨泊中は、錨泊を示す形象物を掲げること。  


